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2025年6月13日、年金制度改正法が成立し、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の

適用拡大が決定しました。2026年10月以降、パート・アルバイト等の加入対象者範囲の

拡大や子ども・子育て支援金の新設など、社会保険制度が大きく変わっていきます。

そこで今回は社会保険について算定基礎届から適用拡大、子ども子育て支援金等の

全般的な内容をお伝えさせていただきます。

　　　算定基礎届とは

　毎年4～6月の３ヶ月間の平均給与額から被保険者の標準報酬月額を決定するために

その年の7月1日～10日迄の間に提出する書類のことを言います。

　算定基礎届を提出することにより、その年の9月から１年間使用される標準報酬月額が

決定されます。（ただし、年の途中で報酬の額が著しく変動した際は随時改定の届が必要）

　また、計算には通勤手当や残業手当も含まれるため、4月～6月の間に残業が多かった場合、

標準報酬月額が高くなり保険料の負担額も高くなってしまいます。

　　社会保険の適用拡大について

現在、以下の5つの要件をすべて満たすパート・アルバイト等に、社会保険への加入が

義務づけられています。

□週の所定労働時間が20時間以上

□賃金月額が8.8万円以上（年収106万円以上）である　→　2026年10月撤廃予定

□従業員51人以上の企業に勤務している　→　2035年10月までに段階的に撤廃予定

□2ヶ月を超える雇用の見込みがある

□学生でない

　今後、以下の通り適用範囲が拡大していく見込みです。

【参照】厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

社会保険料について
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　　子ども・子育て支援金について

　子ども・子育て支援金は令和8年4月分から医療保険料とあわせて支払が始まります。

2026年度の平均月額は被保険者一人当たり約550円、国民健康保険は一世帯当たり約300円、

後期高齢者医療保険は一人当たり約200円の試算と、全国民の負担があります。

給与の方は概ね5月給与からの天引き、国民健康保険や後期高齢者医療保険は6～7月に

納入通知書が送付される予定です。

【参照】東京都「令和8年　健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(一部抜粋)

社会保険の調査について

　近年、社会保険の調査が大変増えているようです。調査の主なポイントは次のとおりです。

・パート、アルバイトの適正な加入

・社会保険の加入時期

・社会保険の標準報酬月額が適正であるか

・賞与支払届の提出もれや届け出に誤りがないか

・60歳になる従業員を加入しているか

　2024年10月から、従業員数51人～100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに

社会保険の適用になりました。新たに対象となった従業員を適切に加入させているかも

調査のポイントとなっているようです。

・未加入者が見つかるとどうなるか

　社会保険の加入条件を満たしているのに加入を怠った場合は、入社日または加入要件を

満たした日まで遡って、最大2年間の保険料支払いを要求されることがあります。

調査の際に指摘事項があった場合、会社にも従業員にも大きな負担となってしまいます。

社会保険の手続きは社会保険労務士の「独占業務」です。社労士以外が手続きを行う方法は

自社で行う、弁護士(特例)のみとなりますのでご注意ください。

ご不明点等ございましたら、担当者までお問い合わせくださいませ。


